
14 経済産業省 

（要旨） 

（１）政策評価の枠組み 

① 平成 18 年度から 22 年度までの５年間を計画期間とする「経済産業省政策評価

基本計画」（平成 18年３月 31日）及び１年ごとに定められる「経済産業省事後評

価実施計画」に基づき、一般政策、研究開発、個々の公共事業及び規制を対象に、

政策評価が行われている（注１）。 

② 政策評価の実施に当たっては、特定の行政課題に対応するために目標を掲げ、

その実現へ向けて財政措置や法令などに基づいて行政活動を行う一定のまとまり

としての「施策」を基本的な単位として評価が行われている。また、施策単位の

評価に加えて、必要に応じて個別に事業レベルでの評価が行われている。 

③ 基本計画で定めた施策を対象に、事前評価については毎年度、事後評価につい

ては、原則として３年から５年の間に一度、評価が行われている。 

 

（注１） 評価書は、経済産業省ホームページで公表されている。 

http://www.meti.go.jp/policy/policy_management/index.html 

 

（２）政策評価の実施状況 

一般政策を対象とした実績評価方式による評価及び事業評価方式による事前評

価について審査を行った結果は、以下のとおりである。 

ア 現状 

（ア）実績評価方式による評価 10件 

 施策名「知的財産の適切な保護」等 10 件のうち、目標に関し達成しようと

する水準が数値化等により特定されているものは、７件（70.0％）である。 

（イ）事業評価方式による事前評価 226件 

事業名「産学連携による留学生向け実践的教育事業（委託）」等 226件のうち、

得ようとする効果が具体的に特定されているものは 61件（27.0％）である。 

（ウ）事業評価方式による事後評価 163件 

① 事業名「模倣品・海賊版対策強化事業（委託）」等 163 件の事業レベルの評

価のうち、得ようとした効果が具体的に特定されているものは 23件（14.1％）、

把握された効果が具体的に特定されているものは 114件（69.9％）である。 

② 経済産業省の評価実施要領において、事後評価は、原則として事前評価で定

めた目標・指標に基づいて効果を検証することとされている。しかし、事業レ

ベルの評価について、目標・指標の達成状況が低調であるにもかかわらず、そ

の原因等が明らかになっていないものがみられる。 

 

イ 今後の課題 

（ア）実績評価方式による評価 
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 実績評価方式による評価は、あらかじめ達成すべき目標を設定して評価を行

うことが基本である。目標に関し達成しようとする水準については、平成 20年

度に比べて、数値化等により特定されている評価の割合が減少していることか

ら、より一層、数値化等により特定することが必要である。 

（イ）事業評価方式による事前評価 

事前評価を行うに当たっては、得ようとする効果を具体的に特定しておくこ

とが望まれる。 

（ウ）事業評価方式による事後評価 

事業レベルの事後評価について、得ようとした効果及び把握された効果を具

体的に特定しておくこと、事前評価で設定された目標・指標の達成状況が低調

なものについては、その原因等を明らかにすること等が望まれる。 

（説明） 

（１）政策評価の枠組み 

  （基本計画等） 

平成 18年度から 22年度までの５年間を計画期間とする「経済産業省政策評価基

本計画」（平成 18年３月 31日）及び１年ごとに定められる「経済産業省事後評価実

施計画」に基づき、一般政策、研究開発、個々の公共事業及び規制を対象に政策評

価が行われている。なお、対象政策ごとに評価実施要領が定められている。 

基本計画において、政策評価の実施に当たっては、特定の行政課題に対応するた

めに目標を掲げ、その実現へ向けて財政措置や法令などに基づいて行政活動を行う

一定のまとまりとしての「施策」が基本的な単位とされている。 

また、施策の成果（アウトカム）に着目して目標を設定し、その実現へ向けた具

体的な取組や実施期間、最終的な実績・成果等を総合的に勘案して目標の達成度合

いを評価する「実績評価」を行うことを基本とし、施策単位に基づく実績評価に加

えて、必要に応じて個別に事業レベルでの評価を行うこととされている。 

政策評価の実施に当たり、経済産業省の「ミッション」や政策の方向性、それら

と施策の関係を明確にするために、政策・施策体系を６政策 34施策に整理している。 

（取組状況－一般政策についての政策評価） 

一般政策については、図表Ⅱ－14－①のとおり、実績評価方式による評価及び事

業評価方式による事前評価が行われている。 

事前評価の実施に当たっては、基本計画で定めた施策を基本的な単位とした評価

と、予算規模の大きいもの等、特に重要と判断される事業について事業評価方式で

評価が行われている。 

一方、事後評価の実施に当たっては、基本計画で定めた施策を対象に実績評価方

式で評価が行われている。評価の対象となる施策については、原則として３年から

５年の間に一度事後評価を行うこととされ、具体的な対象については、毎年度、実

施計画において明らかにされている。 

また、実績評価方式による評価に加えて、評価の対象となる施策の目標を実現す
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るための具体的措置のうち、予算規模の大きいもの等、特に重要と判断される事業

の評価が行われている。 

 （取組状況－義務付け４分野の政策についての政策評価） 

義務付け４分野の政策のうち、研究開発、個々の公共事業及び規制については、

事業評価方式により事前評価及び事後評価が行われている。 

研究開発の評価は「経済産業省技術評価指針」、個々の公共事業の評価は「工業

用水道事業に係る政策評価実施要領」、規制の評価は「規制に係る事前評価に関する

経済産業省政策評価実施要領」により行われている。 

 

図表Ⅱ－14－① 経済産業省における政策評価の取組 

評価対象政策 事前評価 事後評価 

一
般
政
策 

 

 

 

政策 

(狭義) 

・ 

施策 

レベル 

 

 

 

 

 

事務事業 

レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義
務
付
け
４
分
野
の
政
策 

研
究
開
発 

事
務
事
業
レ
ベ
ル 

  

＜実績評価方式＞ 

対象： 

 基本計画で定めるすべての施策を対象とし、毎年度、

実施計画で定めるもの 

実施状況： 

  平成 14年７月 １件 

       15年３～５月  28件 

       16年７月～17年１月   18件 

       17年３～９月  15件 

       18年３～８月   27件 

       19年３～６月  ９件 

       19年 12月  ４件 

20年２～６月  10件 

    21年４～９月  11件 

＜事業評価方式＞ 

対象： 

基本計画で定めるすべての施策 

実施状況： 

平成 14年 11月  78件 

   15年９月     79件 

16年８月     73件 

17年８月     75件 

18年８月     34件 

19年９月   34件 

20年９月    34件 

21年９月   34件 

21年 12月   34件 

（事務事業レベルの評価 21年12

月：226件） 

（事前） 

実施状況： 

平成 14年 11月   52件（注４） 

    15年 ９月   38件（注４） 

    16年 ８月   36件（注４） 

    17年 ８月   32件（注４） 

18年 ８月   ９件 

19年 ９月  14件 

20年 ９月  72件 

21年 ９月   54件 

21年 12月  57件 

（中間） 

実施状況： 

平成 

15年３～４月 ２件(注４) 

15年 12月 

～16年４月 ６件(注４)  

16年２～８月 ８件(注４) 

16年 11月    １件(注４) 

17年６～10月 25件(注４) 

18年４～８月 ７件(注４) 

19年 12月    ４件 

20年２月     10件 

21年４月     ９件 

（事後） 

実施状況： 

平成 

15年４月５件(注４)  

17年１月１件(注４) 

17年６月１件(注４) 

19年１月１件(注４) 

21年４月３件 

＜事業評価方式＞ 

対象： 

 評価の対象となる施策の目標を実現するための具体

的措置のうち、予算規模の大きいもの等、特に重要と判

断される事業 

実施状況： 

  平成 21年４～９月 167件（注５） 
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（注）１ 基本計画等を基に当省が作成した。 

   ２ 事業評価方式の事前評価については、概算要求に係る評価を修正したものも含む。 

３ 二重線で囲まれた評価は、基本計画で定められている評価が行われているものを示す。 

４ 経済産業省の政策評価の単位である施策の件数を記載した。 

５ 20年度まで「事業レベルの評価」として整理していた評価について、21年度より「事業評価方式による

事後評価」として整理した。 

 

（２）政策評価の実施状況 

   一般政策を対象とした実績評価方式による評価及び事業評価方式による事前評

価について審査を行った結果は、以下のとおりである（研究開発の評価については

Ⅰ－２－１、個々の公共事業の評価についてはⅠ－２－２参照）。 

 

ア 現状 

（ア）実績評価方式による評価   

（審査の対象） 

実績評価方式による評価が行われ、平成 21 年１月１日から 12 月 31 日まで

に評価書が総務大臣に送付されてきた 10件（注２）を審査の対象とした。 

 

（注２）総務省に送付された 11 件の評価書のうち、政策の特性上、独自の評価方法により評価が行わ

れている通商政策に関する評価書(１件)を除いた 10件を審査の対象とした。 

 

（評価の設計） 

実績評価方式による評価の対象となる施策は、図表Ⅱ－14－②のとおり、施

公
共
事
業 

事
務
事
業
レ
ベ
ル 

  

 

 

 

 

 

 

規
制 

事
務
事
業 

レ
ベ
ル 

  

＜特徴＞ 

  特定の行政課題に対応するために目標を掲げ、その実現へ向けて財政措置や法令などに基づいて行政活動を行う一定のま

とまりとしての施策を評価の基本単位としつつ、事前評価については毎年度、事後評価については３年から５年に一度評価

を行っている。施策の評価に加え必要に応じて個別に事業レベルでの評価を行う仕組みとしている。 

（事前） 

実施状況： 

  平成 14年 11月   ４件  

15年 ９月   ４件 

16年 ８月   ４件 

17年 ８月   ７件 

18年 ８月   ３件 

19年 ９月  ７件 

20年 ９月  ８件 

21年 ９月   １件 

21年 12月  １件 

（再） 

実施状況： 

  平成 

14年９月  ４件 

15年９月 19件 

16年４月 ６件 

16年９月 11件 

17年２～９月  ４件 

18年２～８月  ８件 

19年２～３月  ３件 

19年９月 ２件 

20年９月  ８件 

21年４月 ３件 

21年 10月   ５件 

21年 12月   ５件 

（中間・事後） 

実施状況： 

 平成 15年 ３月 １件 

       17年 ３月 58件 

       19年 ３月 11件 

    19年 12月 １件 

       20年 ２月 16件 

    21年 ４月 38件 

 

（事前） 

実施状況： 

平成 15年 ３～４月 ３件 

      16年 10月 ２件 

      17年 １月 １件 

      19年 10～11月 ５件 

       20年１～12月  19件 

       21年３～12月 ９件 
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策ごとに施策目標が設定され、その下に達成度合いを測定する指標が設定され

ている。審査の対象とした 10件には、一つの施策目標の下に１指標から 31指

標が設定され、合計で 119指標が設定されている。 

また、目標の達成度合いの判定は、設定された指標の測定結果に基づき施策

単位で行われている。 

 

図表Ⅱ－14－② 経済産業省における実績評価方式による評価の基本構造 
 

 

 

 

 

 

 

 
例）施策名 知的財産の適切な保護 

 

   施策目標 【迅速且つ的確な知的財産権の付与】知的財産が迅速且つ的確に保護される環境を整備すべ

く、総合的な取組を推進する。 
 

      指  標 特許審査順番待ち期間（平成25年度：11ヶ月）、意匠審査順番待ち期間、商標審査順番待ち

期間 

  

（注） 経済産業省の評価書を基に当省が作成した。 

 

（共通の点検項目による審査－取組の工夫が求められる点） 

実績評価方式は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、これに対する実績を

測定して目標の達成度合いについて評価する方式であることから、当該目標に

関して達成すべき水準を明確にする必要がある。 

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている評価の割

合は、図表Ⅱ－14－③のとおり、70.0％（10 件中７件）であり、平成 20 年度

の 77.8％（９件中７件）と比べて減少している。 

 

図表Ⅱ－14－③ 目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている

評価の割合（実績評価方式による評価） 

 
(注)１ 経済産業省の評価書を基に当省が作成した。 

 
政策(６) 

施策(10) 
 平成 20年度事後評価書(10) 

※ 34 施策を対象として３年から

５年に一度評価を行う 

 

 

事業（216） 

※ 必要に応じて個別に

事業レベルでの評価

（事業評価）を実施 

指標(119) 

１施策目標に１から
31の指標が設定 

 

施策目標(25) 

１施策につき１から４
の施策目標が設定 

 

77.8%(９件中７件) 

70.0%(10件中７件) 
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２ 目標に関し達成すべき水準が数値化されている評価及び定性的であっても目標が達成される水準

が具体的に特定されている評価の割合を表す。 

 

（イ）事業評価方式による事前評価 

一般政策については、事前評価における政策効果の把握の手法その他の評価

の方法が必ずしも開発されているとはいえない状況の中で、事前評価が行われ

ている。 

（審査の対象） 

事業評価方式による事前評価が行われ、平成 21 年１月１日から 12 月 31 日

までに評価書が総務大臣に送付されてきた 34 件（注３）の施策レベル及び 284

件の事務事業レベルの政策評価のうち、研究開発、個々の公共事業及び規制の

評価を除く 226件（事務事業レベル）を審査の対象とした。 

 

（注３）事業評価方式による事前評価については、平成 21年９月に評価書が総務大臣に送付された後、

22 年度予算概算要求の見直しが行われ、これに伴い、同年 12 月に改めて評価書が送付された。

これを踏まえ、平成 21年 12月に送付された評価書を審査の対象とした。 

 

（共通の点検項目による審査－取組の工夫がみられる点） 

     事後的検証を適切に行うためには、事前評価を行った事業について、効果が

発現した際にどのような方法で把握・測定するのか、その時期を事前評価の時

点で明らかにしておくことが求められている。 

     事後的検証を行う時期が特定されているものの割合は、図表Ⅱ―14－④のと

おり、100％（226件中 226件）であり、平成 20年度の 99.2％（248件中 246

件）と比べて増加している。 

効果の把握の方法が特定されているものの割合は、図表Ⅱ―14－④のとおり、

87.2％（226件中 197件）であり、平成 20年度の 81.5％（248件中 202件）と

比べて増加している。 

（共通の点検項目による審査－取組の工夫が求められる点） 

政策の実施によって何らかの効果が得られることは、当該政策の必要性が認

められるための前提であり、どのような効果が発現したことをもって得ようと

する効果が得られたとするのか、その状態を具体的に特定することが求められ

ている。 

得ようとする効果が具体的に特定されているものは、図表Ⅱ－14－④のとお

り、226件中 61件（27.0％）ある。残りの 165件（73.0％）については、「何

を」、「どうする」のかは説明されているものの、「どの程度」の効果が発現した

ことをもって得ようとする効果が得られたとするのか、その状態が特定されて

いない。 

 

 

 

－162－



図表Ⅱ－14－④ 共通の点検項目別の審査結果（事業評価方式による事前評価） 

 
（注）１ 経済産業省の評価書を基に当省が作成した。 

２ 「得ようとする効果の明確性」 

「○」は、得ようとする効果について、「何を」、「どの程度」、「どうする」のかが明らかにされている

など、どのような効果が発現したことをもって得ようとする効果が得られたとするのか、その状態が具

体的に特定されているものを表す。「△」は、「何を」、「どうする」のかは説明されているものの、「どの

程度」かは明らかでないなど具体的には特定されていないものを表す。「－」は、得ようとする効果につ

いての記載がないものを表す。 

３ 「検証を行う時期の特定」 

「○」は、当該政策（施策や事業）について、事後的検証を行う時期が特定されているものを表す。

「△」は、事後的検証を行うこととはしているが時期が特定されていないもの、又は、当該政策（施策

や事業）の一部についてのみ時期が特定されているものを表す。「－」は、事後的検証を行うことが明ら

かにされていないものを表す。 

４ 「効果の把握の方法の特定性」 

「○」は、政策の実施により発現した効果を把握できる程度に明確にされているものを表す。「△」は、

効果の把握の方法が不明確なものを表す。 

 

（ウ）事業評価方式による事後評価 

    （審査の対象） 

    事業レベルでの事後評価が行われ、平成 21年１月１日から 12月 31日までに

評価書が総務大臣に送付された 163件（注４）を審査の対象とした。 

 

（注４）総務省に送付された 220 件の評価書のうち、通商政策に関する評価書（４件）、研究開発を対

象とした評価書（12件）、個々の公共事業を対象とした評価書（３件）及び規制に関する評価書

（38件）を除いた 163件の評価書。 

 

   （評価の取組状況） 

経済産業省では、必要に応じて、評価の対象となる施策の目標を実現するた

めの具体的措置のうち、予算規模の大きいもの等、特に重要と判断される事業

の評価が行われている。 

（共通の点検項目による審査－取組の工夫が求められる点） 

政策分野を構成する個々の事業にまで掘り下げた評価・検証を行う場合にお

いては、当該事業により得ようとした効果について、その状態を具体的に特定

することや、得ようとした効果が実際に発現しているのかを明らかにしておく

ことが求められている。 

しかし、図表Ⅱ－14－⑤のとおり、得ようとした効果が具体的に特定されて

27.0%(226件中 61件) 

87.2%(226件中197件) 

100%(226件中 226件) 

－163－



いるものは 163件中 23件（14.1％）であり、把握された効果が具体的に特定さ

れているものは 163件中 114件（69.9％）である。 

 

図表Ⅱ－14－⑤ 共通の点検項目別の審査結果（事業レベルの評価） 

 
（注）１ 経済産業省の評価書を基に当省が作成した。 

２ 「得ようとした効果の明確性」 

「○」は、得ようとした効果について、「何を」、「どの程度」、「どうする」のかが明らかにされている

など、どのような効果が発現したことをもって得ようとした効果が得られたとするのか、その状態が具

体的に特定されているものを表す。「△」は、「何を」、「どうする」のかは説明されているものの、「どの

程度」かは明らかでないなど具体的には特定されていないものを表す。「－」は、得ようとした効果につ

いての記載がないものを表す。 

３ 「把握された効果の明確性」 

「○」、「△」及び「－」の分類については、上記２と同様である。 

 

（特記事項－取組の工夫が求められる点） 

府省共通の点検項目による審査の結果のほか、取組の工夫が必要な点として、

以下の状況がみられる。 

経済産業省の評価実施要領において、事後評価は、原則として事前評価で定

めた目標・指標に基づいて効果を検証することとされている。 

しかし、事業レベルの事後評価について、目標・指標の達成状況が低調であ

るにもかかわらず、その原因等が明らかになっていないものがみられる。 

 

イ 今後の課題 

（ア）実績評価方式による評価 

実績評価方式による評価は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、目標の達

成度合いを評価することが基本である。目標に関し達成しようとする水準につ

いては、平成 20年度に比べて、数値化等により特定されている評価の割合が減

少しているため、より一層、数値化等により特定することが必要である。 

 

（イ）事業評価方式による事前評価 

当該政策の必要性が認められるためには、どのような効果が発現したことを

もって得ようとする効果が得られたとするのか、その状態を具体的に特定して

おくことが望まれる。 

14.1%(163件中 23件) 

69.9%(163件中114件) 

－164－



 

（ウ）事業評価方式による事後評価 

事業レベルの事後評価について、得ようとした効果及び把握された効果を具

体的に特定しておくこと、事前評価で設定された目標・指標の達成状況が低調

なものについては、その原因等を明らかにすること等が望まれる。 

－165－




